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（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
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第1号議案　剰余金の処分の件
第2号議案　監査役2名選任の件

議　　案

第68回

定時株主総会
招集ご通知



　株主の皆様におかれましては、平素より格
別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　当社第68回定時株主総会を2019年6月26
日（水曜日）に開催いたしますので、ここに
招集ご通知をお届けいたします。
　株主総会の議案および第68期の事業の概
要につきご説明申しあげますので、ご覧くだ
さいますようお願い申しあげます。
　株主の皆様におかれましては、今後とも一
層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申
しあげます。
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(証券コード 2676)

2019年６月４日

株 主 各 位
東京都新宿区四谷一丁目２番地

高 千 穂 交 易 株 式 会 社
代表取締役社長 井 出 　 尊 信

第68回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

　さて、当社第68回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご

通知申しあげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数

ですが後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示、

同封の保護シールをご貼付のうえ、2019年６月25日（火曜日）午後５時30分までに到着するよう折

り返しご送付いただきたく、よろしくお願い申しあげます。

敬　具

記

1. 日 時 2019年６月26日（水曜日）午前10時（開場午前９時）

2. 場 所 東京都千代田区紀尾井町４番１号

ホテルニューオータニ　ザ・メイン宴会場階　｢鶴東の間｣

(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

3. 目 的 事 項

報 告 事 項 1.第68期(2018年４月１日から2019年３月31日まで)事業報告及び連結計算書類な

らびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2.第68期(2018年４月１日から2019年３月31日まで)計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案：剰余金の処分の件

第２号議案：監査役２名選任の件

以　上

－ 2 －
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◎当日ご出席の際は、お手数ですが同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し

あげます。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参いただきますようお願い申しあげます。

◎株主総会は株主の皆様との貴重な対話の機会と考えておりますので、時間の許す限りご参加いただきますよ

うお願い申しあげます。

◎当日は、株主総会ご参加のお礼としてお土産をご用意しております。なお、お土産は、ご持参の議決権行使

書用紙の枚数にかかわらず、ご出席の株主お一人様に対し１個とさせていただきます。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、下記の当社ウェブ

サイトに掲載させていただきます。

　当社ウェブサイト：http://www.takachiho-kk.co.jp/

－ 3 －
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（添付書類）

事 業 報 告

( 2018年４月１日から
 2019年３月31日まで )

Ⅰ　企業集団の現況に関する事項
1.　事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、輸出や生産の一部に弱さがみられるものの、設備

投資の増加傾向や雇用・所得環境の改善による個人消費の伸びなどを背景に緩やかな回復基

調が続いております。先行きについては、当面、一部に弱さが残るものの、雇用・所得環境

改善の傾向が続くなかで、各種経済対策の効果などにより、緩やかに回復していくことが見

込まれます。しかしながら、ＥＵ離脱問題、米国の経済政策運営、また、通商問題が株式市

場や為替市場に与える影響など、海外情勢について留意する必要があります。

当社グループの市場環境は引き続き競争激化の状況にありますが、新たな成長を見据え独
自の付加価値強化による収益性の向上及びアジアを中心とした成長市場への進出によりグロ
ーバルビジネスの拡大を図っております。
具体的には、システムセグメントでは、主要商品である商品監視システムや入退室管理シ

ステムの付加価値強化、ＲＦＩＤシステム、リテールソリューション、クラウド型無線ＬＡ
Ｎ等の新たな市場開拓、またタイ及びＡＳＥＡＮ諸国において展開する高度防火システム事
業の拡大を図っております。

他方、デバイスセグメントでは、電子事業においては主に通信インフラ分野での拡販や各

種半導体を使用した独自の基板設計などの付加価値強化、また産機事業では従来のＡＴＭ向

け機構部品に加え、北米、ＡＳＥＡＮ諸国、中国への住宅設備向け機構部品の販売、国内外

における自動車内装部品市場の開拓などに注力しております。

このような状況の中、当連結会計年度の経営成績は、売上高は前期比1.7％増の198億94百

万円となりました。

損益につきましては、国内において、利益率が比較的高いシステムセグメントの販売が好

調であったことや販売費及び一般管理費の削減に努めたことなどから、営業利益は前期比

49.1％増の９億89百万円となりました。経常利益は為替差益54百万円を計上したことなどか

ら、前期比53.8％増の10億86百万円となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、

Guardfire社ののれん等の固定資産の減損損失を計上しましたが、前期比275.3％増の４億91

百万円となりました。

－ 4 －
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セグメント別の業績は、次のとおりであります。

[売上高の内訳]

セ グ メ ン ト 区 分 ／ 商 品 類
当 期 売 上 高

（百万円）
構 成 比

（％）
前期比増減額

（百万円）
前期比増減率

（％）

シ ス テ ム

セ キ ュ リ テ ィ 7,435 37.4 △215 △2.8

その他ソリューション 2,002 10.1 334 20.0

カストマ・サービス 2,829 14.2 168 6.3

計 12,267 61.7 286 2.4

デ バ イ ス
電 子 3,319 16.7 △209 △5.9

産 機 4,307 21.7 247 6.1

計 7,627 38.3 37 0.5

合 計 19,894 100.0 324 1.7

（注）1.　記載の金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。

2.　記載の百分比は、小数第２位を四捨五入して表示しております。

【システムセグメント】

システムセグメントの売上高は、前期比2.4％増の122億67百万円、営業利益は、前期比

48.0％増の８億３百万円となりました。

セキュリティ商品類では、働き方改革支援につながる入退室管理システムなどの販売が好

調に推移した一方で、ディスプレイセキュリティシステムが伸び悩み、また、タイの高度防

火システム販売において、大型受注を獲得したものの、売上計上には至らなかったことなど

から、売上高は前期比2.8％減の74億35百万円となりました。

その他ソリューション商品類は、クラウド型無線ＬＡＮの販売が好調に推移したことなど

から、売上高は前期比20.0％増の20億２百万円となりました。

カストマ・サービス商品類の売上高は前期比6.3％増の28億29百万円となりました。

【デバイスセグメント】

デバイスセグメントの売上高は、前期比0.5％増の76億27百万円、営業利益は前期比103.5%

増の１億85百万円となりました。

電子商品類では、前期好調だったスマートフォン向け電子部品の販売が減少したことなど

から、売上高は前期比5.9％減の33億19百万円となりました。

産機商品類では、オフィス家具向け機構部品の販売が堅調に推移したことなどから、売上

高は前期比6.1％増の43億７百万円となりました。

－ 5 －

事業の経過及びその成果



招
集
ご
通
知

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

2019/05/24 22:48:07 / H9523826_高千穂交易株式会社_招集通知（Ｃ）

2.　設備投資等の状況

　該当事項はありません。

3.　資金調達の状況

当社は、株式会社みずほ銀行と５億円のコミットメントライン契約を締結しております。

なお、当連結会計年度末において当該契約に基づく実行残高はありません。

4.　対処すべき課題

当社グループは、2019年５月17日に公表した中期経営計画2019-2021「変革へのチャレン

ジ ～Next Stage to 70th」のもと、企業価値を高め、事業成長を実現するために次の課題に

取り組んでまいります。

(1) 付加価値による競争力強化と収益力向上

(2) 新規ビジネスによる収益基盤の創出

(3) 事業構造改革と生産性向上

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し

あげます。

－ 6 －
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5.　財産及び損益の状況の推移

区 分
第65期

(2016年３月期)
第66期

(2017年３月期)
第67期

(2018年３月期)
第68期

(2019年３月期)

売 上 高 (百万円) 19,986 19,037 19,570 19,894

経 常 利 益 (百万円) 410 700 706 1,086

親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益

(百万円) 103 279 130 491

１株当たり当期純利益 (円) 10.79 29.66 14.02 53.53

総 資 産 (百万円) 18,253 18,561 18,566 18,883

純 資 産 (百万円) 13,844 13,834 13,958 13,766

（注）1.　１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数（自己株式数を控除した株式数）により

算出しております。

2.　各期の損益の状況は以下のとおりであります。

(1) 第65期は、Guardfire社の損益計算書を新たに連結したことに加え、システムセグメントの

販売回復などにより、増収となりました。損益については円安などによる商品調達コストの

増加や競争の激化による販売価格の低下により売上総利益率が低下し、さらに為替差損が発

生したことなどから減益となりました。

(2) 第66期は、システムセグメントが好調に推移しましたが、デバイスセグメントの売上高減少

の影響により減収となりました。損益については売上総利益率の改善や販売費及び一般管

理費削減に努めたこと、さらに為替差益が発生したことから増益となりました。

(3) 第67期は、システムセグメントが伸長したことなどから、増収となりました。損益につきま

しては、販売費及び一般管理費削減に努めたものの、減損損失を計上したことなどから減益

となりました。

(4) 第68期は、前記「１．事業の経過及びその成果」に記載のとおりであります。

－ 7 －
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6.　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当 社 の
議 決 権 比 率

主 要 な 事 業 内 容

マ イ テ ィ キ ュ ー ブ
株 式 会 社

100百万円 100％
ＲＦＩＤ関連機器及びＩＣタグ、セキュリ
ティシステムの開発・製造及び販売

高 千 穂 コ ム テ ッ ク
株 式 会 社

80百万円 100％
メーリングシステムの輸出入、販売及び保
守

TA K A C H I H O  K O H E K I
( H . K . ) L I M I T E D

715千香港ドル 100％
電子部品、機構部品及びセキュリティ機器
の販売

提  貿 易 （ 上 海 ）
有 限 公 司

4,270千人民元 100％ 電子部品及び機構部品の販売

Ｔak a c h i h o  F i r e ,
Security&Services
( T h a i l a n d ) L t d .

334百万タイバーツ 100％
セキュリティシステム、防火システムの輸
入及び販売

Guardfire Limited 20百万タイバーツ 100％ 高度防火システムの設計、販売

Guardfire Singapore Pte. Ltd. 2,600千シンガポールドル 100％ 高度防火システムの設計、販売

T a k a c h i h o
A m e r i c a , I n c .

200千米ドル 100％ 機構部品の販売、商品及び事業リサーチ

 (注) 1.　提貿易（上海）有限公司は、TAKACHIHO KOHEKI(H.K.)LIMITEDの100％出資の子会社であり、

議決権比率は間接所有であります。

2.　Takachiho Fire,Security & Services(Thailand)Ltd.の議決権比率は、当社子会社であるTK 

Thai Holdings Co.,Ltd.を通じた間接保有分を含めております。

3.　Guardfire Limitedの議決権比率は、当社子会社であるTK Fire Fighting Co.,Ltd.を通じた

間接保有分を含めております。

－ 8 －
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7.　主要な事業内容（2019年３月31日現在）

　当社グループは、当社と連結子会社10社、関連会社１社及び非連結子会社１社の合計13社

で構成され、エレクトロニクスを核とする先端技術商品及び有力メーカーを広く海外に探

求・開拓し、商品の輸出入及び販売、ならびに据付・保守・システム設計・運用受託等のサ

ービスの提供を主な内容として、広範囲に事業活動を展開しております。

　当社グループの事業における商品類の位置付け及びセグメントと商品類の関連は次のとお

りであります。

＜システムセグメント＞

（セキュリティ商品類）

　商品監視・映像監視等のセキュリティに関するコンサルティングやシステム設計、及び商

品監視システム・入退室管理システム・監視カメラ・監視映像記録装置・セキュリティタグ

等のセキュリティ機器及び入店カウンターなどの店舗管理機器の販売、システム全般の運用

支援サービスなどを行っており、ショッピングセンターなどの大型店舗からドラッグストア

などの小型店舗に至る小売・流通業全般の幅広い顧客層に販売しております。

　また、高度防火システムの設計・構築及び機器の販売を、オフィスビルや商業施設、なら

びに発電エネルギー関連プラント、天然ガス・石油化学工業プラントなどに向けて行ってお

ります。

（その他ソリューション商品類）

　上記商品類以外において、ネットワーク関連機器（クラウド型無線ＬＡＮシステム等）、

物流・在庫管理システム等のＲＦＩＤタグ及びその周辺機器、郵送物の封入や宛名印字、仕

分けなどを行うメールインサーティングシステム（封入封緘機）など、最新エレクトロニク

ス技術応用システムのシステム設計・構築及び機器の販売等を行っております。

（カストマ・サービス商品類）

　システムセグメントで取扱う各商品類のシステム設計、納入設置・保守、システム運用受

託（アウトソーシング）、及び運用監視サービスを行っています。

　また、迅速な対応によりＣＳ向上を図るため、24時間365日対応サービスを用意し、全国

300ヶ所のサービス拠点より提供しております。

＜デバイスセグメント＞

（電子商品類）

　アナログＩＣを中心とする各種半導体や、シリコンマイクなどのセンサー、電子部品に関

する販売及びコンサルティング（電子機器設計支援）を行っております。産業用エレクトロ

ニクス機器、ＩＰ－ＰＢＸ（構内交換機）やスマートフォン等の情報通信機器など、広範な

分野で使われております。

－ 9 －
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（産機商品類）

　スライドレール・ガススプリング・昇降システムなど安全性、利便性、快適性を向上する

機構部品の販売及びコンサルティングを行っております。主に金融機関やコンビニエンスス

トアなどのＡＴＭ等の開閉・引出・安全機構（スライドレール・ガススプリング・キー）、

システムキッチンの引出・昇降機構（スライドレール・昇降システム）、コピー機の給紙機

構（スライドレール・ダンパー）などに使われております。

－ 10 －
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　セグメントと商品類との関連を表にすると、次のとおりであります。

セグメント 主な事業の内容 主な会社
システム

セキュリティ商品類

商品監視システム（万引き防止装置、センサーケ
ーブル式警報機、セキュリティタグ等）、映像監
視システム、入退室管理システム、高度防火シス
テム等の販売、各種システム設計・構築

当社
マイティキューブ㈱

Takachiho
Fire,Security &

Services(Thailand）
Ltd.

Guardfire Limited
Guardfire Singapore 

Pte.Ltd.

その他ソリューション商品類

ネットワーク関連機器（クラウド型無線ＬＡＮシ
ステム等）、物流・在庫管理システム等のＲＦＩ
Ｄタグ及びその周辺機器、メールインサーティン
グシステム（封入封緘機）等の販売、各種システ
ム設計・構築

当社

マイティキューブ㈱

高千穂コムテック㈱

カストマ・サービス商品類
システムセグメントの各商品類に関するシステム
設計・設置及び保守・システム運用受託（アウト
ソーシング）・運用監視サービス

当社

高千穂コムテック㈱

デバイス

電子商品類
各種半導体（アナログＩＣなど）、センサー（シ
リコンマイクなど）、電子部品の販売

当社
TAKACHIHO KOHEKI
(H.K.)LIMITED

提貿易（上海）
有限公司

ジェイエムイー㈱

産機商品類
スライドレール、ガススプリング、キー、ダンパ
ー、昇降システム等の安全・省力化機構部品等の
販売

当社
TAKACHIHO KOHEKI
(H.K.)LIMITED

提貿易（上海）
有限公司

Takachiho America,
Inc.

（注）1.　ジェイエムイー株式会社は、持分法適用会社であります。
2.　商品・専門語等用語について
(1) セキュリティタグ：万引き防止装置が感知するための商品に取付けられる特殊なタグ。
(2) クラウド型無線ＬＡＮシステム：インターネット上で無線ＬＡＮの接続ポイントの管理ができる

システム。
(3) ＲＦＩＤタグ：商品情報を記憶した微小なＩＣチップとアンテナを組み込んだ特殊なタグ。
(4) 封入封緘機：郵便物の選択・封入及び封緘業務の自動化機器。
(5) スライドレール：ボールベアリングを組み込んだ金属製のレールで、小さい力で重量物の引出し

やスムーズな引出しなどができるもの。
(6) ガススプリング：窒素ガスを管に閉じ込め、ガスの反発力により小さい力で重い扉の上下開閉が

できるもの。
(7) ダンパー：オイルの粘性抵抗を利用した緩衝機構で、引出し部開閉時の衝撃吸収などに使用。

－ 11 －
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8.　主要な事業所（2019年３月31日現在）

(1) 当社

①　本社　東京都新宿区

②　支店

大阪支店　　大阪府大阪市北区

名古屋支店　愛知県名古屋市中村区

③　営業所

札幌営業所　北海道札幌市中央区

九州営業所　福岡県福岡市博多区

(2) マイティキューブ株式会社

本社　東京都中央区

(3) 高千穂コムテック株式会社

本社　東京都新宿区

(4) Takachiho Fire,Security & Services(Thailand)Ltd.

本社　タイ バンコク

(5) TAKACHIHO KOHEKI(H.K.)LIMITED

本社　中国 香港

(6) 提貿易（上海）有限公司

本社　中国 上海

(7) Guardfire Limited

本社　タイ バンコク

(8) Guardfire Singapore Pte.Ltd.

本社　シンガポール

(9) Takachiho America,Inc.

本社　米国 イリノイ州

－ 12 －
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9.　従業員の状況（2019年３月31日現在）

(1) 企業集団の従業員の状況

セ グ メ ン ト の 名 称 従業員数(名)

シ ス テ ム 362

デ バ イ ス 67

全 社 共 通 59

合 計 488

（注）従業員数は就業人員で、正社員・契約社員の人数であります。

(2) 当社の従業員の状況

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

221名 △5名 38.9歳 14.4年

（注）上記従業員数は、子会社等への出向者32名を含んでおりません。

10.　主要な借入先

借入残高はありません。

－ 13 －
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Ⅱ　会社の株式に関する事項（2019年３月31日現在）

1.　発行可能株式総数 36,000,000株

2.　発行済株式の総数 10,171,800株（うち自己株式1,266,036株)

3.　単元株式数 100株

4.　株　主　数 15,737名

5.　大　株　主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 マ ー ス グ ル ー プ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 804,000株 9.02％

セ コ ム 株 式 会 社 450,000 5.05

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 300,600 3.37

株 式 会 社 マ ー ス ト ー ケ ン ソ リ ュ ー シ ョ ン 265,000 2.97

高 千 穂 交 易 従 業 員 持 株 会 228,890 2.57

日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社（信託口) 225,100 2.52

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 216,000 2.42

ヒ ュ ー リ ッ ク 株 式 会 社 200,000 2.24

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ) 170,600 1.91

MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB 168,100 1.88

(注)1.当社は、自己株式1,266,036株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持

株比率は自己株式数を控除して算出し、小数第３位以下を切捨てて表示しております。

2.上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口）の所有株式数のうち、信託業務に係る

株式数は、224,100株であります。

3.上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口）の所有株式数のうち、信託業務に係る株式

数は、170,600株であります。

6.　その他株式に関する重要な事項

　該当事項はありません。

－ 14 －
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Ⅲ　会社の新株予約権等に関する事項

1.　当事業年度末日における新株予約権の状況

(1) 新株予約権の数

第10回新株予約権　225個

第９回新株予約権　50個

(2) 目的となる株式の種類及び数

第10回新株予約権　普通株式　22,500株（新株予約権１個あたり100株）

第９回新株予約権　普通株式　75,000株（新株予約権１個あたり1,500株）

(3) 取締役、その他の役員の保有する新株予約権の区分別合計

回　次(行使価額) 行 使 期 間 個 数 保有者数

社外監査役 第10回(1,124円)
2019年８月１日
～2022年７月31日

60個 １名

取締役(社外取締役を
除く。)

第９回(1,153円)
2017年８月１日
～2020年７月31日

12個 ３名

社外取締役 第９回(1,153円)
2017年８月１日
～2020年７月31日

４個 １名

2.　当事業年度中に当社従業員に対し交付した新株予約権の状況

　該当事項はありません。

3.　その他新株予約権等に関する重要な事項

　該当事項はありません。

－ 15 －
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Ⅳ　会社役員に関する事項

1.　取締役及び監査役の氏名等（2019年３月31日現在）

氏 名 地 位 重 要 な 兼 職 の 状 況

井 出 尊 信 代 表 取 締 役 社 長

小 原 敬 一 取 締 役

平 田 嘉 昭 取 締 役

植 松 昌 澄 取 締 役

辰 己 一 道 取 締 役

和 佐 野 　 哲 　 男 取 締 役

鶴 岡 通 敏 取 締 役 日本金属株式会社 社外監査役

横 戸 憲 一 常 勤 監 査 役

小 海 正 勝 監 査 役 弁護士

石 原 良 一 監 査 役 公認会計士

大 塚 康 徳 監 査 役
弁理士
大塚国際特許事務所 所長

（注）1.　取締役 和佐野哲男及び鶴岡通敏の両氏は社外取締役であります。

2.　監査役 小海正勝、石原良一、大塚康徳の各氏は社外監査役であります。

3.　取締役 和佐野哲男、鶴岡通敏及び監査役 小海正勝、石原良一、大塚康徳の各氏は、当社の

大株主、主要な取引先等の出身者には該当せず、一般株主と利益相反が生じるおそれがない

ため、独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。

4.　取締役 鶴岡通敏及び監査役 大塚康徳の両氏が兼職している他の法人等と当社との間には、

重要な関係はありません。

5.　監査役 石原良一氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知

見を有するものであります。

6.　取締役 戸田秀雄、平山英樹及び監査役 武智良泰の各氏は、2018年６月27日開催の第67回定

時株主総会終結の時をもって退任いたしました。

7.　当社は意思決定の迅速化及び業務執行体制の強化等を図るため、執行役員制度を導入いたし

ております。

－ 16 －
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(1) 当事業年度末における執行役員は次のとおりであります。

氏 名 地 位 担 当 業 務

井 出 尊 信 社 長 執 行 役 員

小 原 敬 一 執 行 役 員 グループ事業推進室長

平 田 嘉 昭 執 行 役 員 デバイス事業本部長

植 松 昌 澄 執 行 役 員 管理本部長

辰 己 一 道 執 行 役 員 システム事業本部長

高 山 博 喜 執 行 役 員 大阪支店長、支店担当

千 葉 芳 久 執 行 役 員 高千穂コムテック株式会社代表取締役社長

(2) 2019年４月１日付けで、執行役員の体制を以下のとおり変更いたしました。

氏 名 地 位 担 当 業 務

井 出 尊 信 社 長 執 行 役 員

小 原 敬 一 執 行 役 員 グループ事業推進室長

平 田 嘉 昭 執 行 役 員 デバイス事業本部長

植 松 昌 澄 執 行 役 員 管理本部長

辰 己 一 道 執 行 役 員 システム事業本部長

高 山 博 喜 執 行 役 員 大阪支店長、支店担当、事業開発室長

千 葉 芳 久 執 行 役 員 高千穂コムテック株式会社代表取締役社長

2.　当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

区　分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

９名
（２名）

125,948千円
（11,550千円）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

５名
（３名）

36,093千円
（17,569千円）

合　計 14名 162,041千円

（注）1.　上記支給額には、2017年７月21日開催の取締役会の決議により、ストックオプションとして

社外監査役１名に付与した新株予約権169千円を含んでおります。

2.　上記支給額には、2018年６月27日開催の第67回定時株主総会終結の時をもって退任した取締

役 戸田秀雄、平山英樹及び監査役 武智良泰の各氏への支給分を含めております。

3.　記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

－ 17 －
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3.　社外役員に関する事項

(1) 当事業年度における主な活動状況

氏 名 地 位 主な活動状況

和佐野 哲男 社外取締役
当事業年度開催の取締役会15回の全てに出席しており、経営者としての豊
富な経験と知見に基づき、議案・審議等につき、必要な発言を適宜行って
おります。

鶴岡 通敏 社外取締役
2018年６月27日就任後開催の取締役会11回の全てに出席しており、経営者
としての豊富な経験と知見に基づき、議案・審議等につき、必要な発言を
適宜行っております。

小海 正勝 社外監査役
当事業年度開催の取締役会15回の全て、監査役会20回のうち19回に出席し
ており、弁護士としての豊富な経験と知見に基づき、議案・審議等につ
き、必要な発言を適宜行っております。

石原 良一 社外監査役
当事業年度開催の取締役会15回のうち14回、監査役会20回のうち19回に出
席しており、公認会計士としての豊富な経験と知見に基づき、議案・審議
等につき、必要な発言を適宜行っております。

大塚 康徳 社外監査役
当事業年度開催の取締役会15回のうち14回、監査役会20回のうち19回に出
席しており、経営者としての豊富な経験と知見に基づき、議案・審議等に
つき、必要な発言を適宜行っております。

(2) 社外役員との責任限定契約の内容の概要

　当社は、各社外役員との間で会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項の損害

賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、

法令の定める額としております。

－ 18 －
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Ⅴ　会計監査人の状況

1.　会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

(注)EY新日本有限責任監査法人は、2018年７月１日付で新日本有限責任監査法人から名称

変更しております。

2.　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(1) 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等

　　36,880千円

(注)当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に

基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記金

額にはこれらの合計額を記載しております。

(2) 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

　　36,880千円

(3) 監査役会が会計監査人の報酬等の額について同意した理由

監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を

踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状

況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計

監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

3.　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場

合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたしま

す。

また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合

は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定

した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びそ

の理由を報告いたします。

4.　子会社の監査の状況

当社の重要な子会社のうち、TAKACHIHO KOHEKI(H.K.)LIMITED、提貿易（上海）有限公

司、Takachiho Fire,Security & Services(Thailand)Ltd.、Guardfire Limited、Guardfire 

Singapore Pte.Ltd.は、当社の会計監査人以外の監査法人（外国におけるこれらの資格に相

当する資格を有する者を含む。）の監査を受けております。
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Ⅵ　会社の体制及び方針

1.　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正

を確保するための体制

(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 当社取締役及び使用人は、「企業理念」「高千穂交易グループＣＳＲ憲章」「高千穂交易

グループ企業行動規範」のもと、法令順守はもとより企業倫理の順守及び浸透を率先垂範

して行う。

② 取締役会に社外取締役を加え、取締役の職務執行に関する監督機能を維持・向上させる。

③ 「コンプライアンス規程」のもと、コンプライアンス担当役員を委員長とする「コンプラ

イアンス委員会」を設置するとともに、当社内にＣＳＲ推進部門を組織して教育・浸透策

を実施し、高千穂交易グループ全体のコンプライアンス体制を整備・推進する。

④ 内部通報制度として「ヘルプライン規程」を制定し、社外の弁護士等を含む複数の窓口を

設置する。

⑤ 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体等に対しては、毅然とした態

度で臨み、不当、不法な要求には一切応じない。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 「情報セキュリティ基本規程」「文書管理規程」を制定し、社長を委員長とする「情報セ

キュリティ委員会」のもと、取締役の職務執行に係る情報（電磁的記録を含む）を適切に

保存・管理する。

② 保存する文書の種類及びその期間は「文書管理規程」で定める。

③ 取締役及び監査役は、いつでも、取締役の職務執行に係る情報を閲覧することができる。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 「危機管理規程」「情報セキュリティ基本規程」を制定し、それぞれ社長を委員長とする

委員会を設置・運用する。

② 取締役会は、企業価値を高め、企業活動の持続的発展を脅かすリスク（不確実性）に対処

すべく、高千穂交易グループの横断的なリスクマネジメント体制を整備し、リスク予防と

対策の専任部門を設置して運用する。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 取締役会は、「取締役会規程」のもと、取締役会付議基準及び報告基準を定めるほか、各

取締役の職務分担及び権限と責任を明確にし、経営の基本方針・重要課題や中期経営計

画・経営戦略の策定及び進捗確認等を行う。

② 執行役員制度を導入し、「執行役員規程」のもと、経営の意思決定・監督機能と業務執行

機能を分離して、取締役の職務の効率化を図る。

③ 期初に「中期経営計画」「年度経営方針」「年度予算」を策定し、方針の徹底と進捗の確

認を定期的に行う。
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④ 内部監査部門は、定期的に内部監査を実施し、その結果を被監査部門にフィードバックす

るとともに、経営層及び監査役会に報告する。

(5) 当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

① 「関係会社管理規程」にもとづき、子会社の重要事項については、当社への報告または承

認手続きを行う。また、子会社は、四半期毎に当社で開催する会議において、事業計画の

進捗状況を報告する。

② 「危機管理規程」にもとづき、当社社長を委員長とする委員会を設置・運用する。

③ 子会社の取締役及び監査役を当社から派遣して、取締役は子会社の取締役の職務執行を監

視・監督し、監査役は子会社の取締役の業務執行状況を監査する。

④ 「高千穂交易グループＣＳＲ憲章」「高千穂交易グループ企業行動規範」「コンプライア

ンス規程」に基づいた事業運営を追求し、当社の諸体制を規範に、各子会社の事情に対応

した体制を整備する。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合における当該使用人に関する体制、及

び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

① 監査役がその職務の執行に必要とした場合は、監査役の業務補助のため、取締役から独立

した補助者を置く。

② 監査役補助者は、監査役の指揮命令に従って職務を行い、その人事・異動・評価は、監査

役と事前に協議する。

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

① 監査役は取締役会に出席するほか、業務の執行状況を把握するため、執行役員会、全社会

議や部門別予実算分析会議などの重要な会議に出席し、報告・説明を受ける。

② 取締役及び使用人は、会社の業務・業績に影響を与える重要な事項について報告する。

③ 取締役及び使用人が監査役に報告すべき事項については、重要会議への出席及び重要書類

の閲覧によるほか、監査役は、いつでも、必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を

求めることができる。

④ 監査役は、内部監査部門に内部監査情報を求めることができるほか、内部監査報告書及び

指摘事項等が回付されるとともに、内部監査報告会等に出席し、報告・説明を受ける。

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 代表取締役と監査役は、定期的に会合を持ち、経営課題等の意見交換をする。

② 会計監査人と監査役は、定期的に会合を持ち、会計監査等の意見交換をする。
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＜業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要＞

当社は、取締役会で決議した上記「業務の適正を確保するための体制」に沿って各種社内

規程を整備し研修・勉強会等を通じてその周知・徹底を図るとともに、各種委員会を開催し

当該体制の整備・運用を進めております。また各種委員会の実施状況を定期的に取締役会に

報告しております。

グループ会社につきましては、「関係会社管理規程」に基づき重要事項の報告または承認

手続を行うとともに定期的に事業計画の進捗状況を確認する会議を開催しております。

また、当社グループのリスクを一元的に管理し対処するため、危機管理委員会及びコンプ

ライアンス委員会を四半期に各１回ずつ開催するとともに、年１回、「高千穂交易グループ

ＣＳＲ憲章」「高千穂交易グループ企業行動規範」に関して、グループ全社・当社全部門を

対象とした遵守確認を行っております。

なお、環境・品質管理・情報セキュリティに関しては、当社が第三者認証を取得している

ＩＳＯの枠組を適切に運用しております。

当事業年度におきましては、取締役会において「中長期的経営戦略の議論」を意識した審

議を行うとともに、取締役会の議論の活性化のため、付議事項の削減などの決裁権限の見直

しを行いました。さらに、コンプライアンス委員会において、当社における個別の法律事項

の遵守を徹底すべく、中長期的な周知浸透策を策定し、運用を開始しました。

内部監査部門は、引続き当社ならびに国内外のグループ会社について、定期的に内部監査

を実施し、その結果を被監査部門及び経営層、監査役にフィードバック報告しております。

2.　会社の支配に関する基本方針

(1) 基本方針の内容の概要

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの企業価値ひいて

は株主共同の利益の向上に努めていくものでなければならないと考えています。

当社グループは、独立系技術商社として、創業以来「創造」を事業活動の原点に据え、常に

海外の先端技術・商品を広く探求・開拓し、日本の市場に紹介してまいりました。また、創業

から67年を通して、｢テクノロジーをとおしてお客様のご満足を高め、技能と人間性を磨いて世

界に通用する信用を築き、力を合わせて豊かな未来を拓き社会に貢献する｣という企業理念の実

現に努めてまいりました。

このような企業理念に基づき、国内各業界の多くの有力企業をお客様とし、海外の有力先端

メーカーとの信頼関係、そして海外の先端技術・商品を扱う人材・技術サポート・情報・先端

技術探求ネットワーク網などの当社独自の事業ノウハウと快活な先取り精神の社風を築き、持

続的な成長により企業価値を高めてまいりました。

当社取締役会は、経営支配権の異動を目的とした株式の大規模買付行為または提案であって

も、企業価値ひいては株主共同の利益の向上に資するものであれば、これを一概に否定するも
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のではなく、これを受け入れるかどうかは、原則として、当社株主の皆様の判断に委ねられる

べきものであると考えています。そのために当社は、大規模買付者及び当社取締役会の双方か

ら当社株主の皆様への必要かつ十分な情報・意見・提案などの提供と、それらを検討するため

の必要かつ十分な時間が確保される必要があることに加え、株主の皆様をはじめとするステー

クホルダーのために、当社取締役会による代替案が十分に検討できる機会・時間を確保し、か

つ必要に応じて大規模買付者と交渉を行うこと等の当社取締役会の対応を可能とするため、一

定の合理的・客観的な仕組みが必要と考えています。

(2) 基本方針の実現に関する特別な取組み

当社グループは、独立系技術商社の強みを活かし、事業系列や資本系列に捉われることなく、

自らの企業理念に従い、市場ニーズを捉え、迅速かつ闊達に世界の先端商材・技術を発掘し、

市場に紹介・提供することこそが、当社の有する優位的経営手法であり、収益と成長の維持拡

大に欠かせないこと、ひいては企業価値及び株主共同の利益の源泉と考えています。

現在、当社グループでは、新たな成長戦略の下、「安全・安心・快適」「ビジネスセキュリ

ティ」を事業コンセプトに、「独自の付加価値の創出」と「グローバルビジネスの拡大」を推

し進めております。こうした取組みにより、強固な収益基盤の構築と事業規模の拡大を図り、

企業価値ひいては株主共同の利益向上に邁進してまいります。

また、当社グループは、企業市民として果たすべき「ＣＳＲ(企業の社会的責任)」を強く認

識し、責任ある誠実で透明な経営活動の継続的な実施を通して、あらゆるステークホルダーか

ら信頼される経営を進め、企業価値の向上に努めてまいります。

(3) 当社株式の大規模な買付行為に関する対応策（買収防衛策）の仕組み

当社は、2007年11月６日開催の当社取締役会において、特定株主グループ(注１)の議決権割

合(注２)を20％以上とすることを目的とする当社株式等の買付行為、又は結果として特定株主

グループの議決権割合が20％以上となる当社株式等の買付行為(いずれも、あらかじめ当社取締

役会が同意したものを除きます。本対応策において、このような買付行為を「大規模買付行為」、

大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)に対する対応策(以下、「本プラン」

といいます。)の導入を決議し、その後の当社第57回、第59回、第61回、第63回、第65回及び第

67回定時株主総会において、その継続を株主の皆様にご承認いただいております。その概要は

以下のとおりです。

① 大規模買付ルールの設定

大規模買付者が、大規模買付行為を行うに際しては、大規模買付者の概要や大規模買付行

為の目的及び内容等に関する情報、大規模買付ルールに従うことを誓約する旨の「意向表明

書」等を当社取締役会宛に提出していただきます。

② 当社取締役会の評価・検討

当社取締役会は、大規模買付者からの大規模買付情報の提供が完了した後、一定の期間

(以下、「取締役会評価期間」といいます。)を設け、当該情報の評価、検討、交渉、意見形
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成、代替案立案にあたります。従って、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にの

み開始されるものとします。取締役会評価期間中、当社取締役会は、取締役会から独立した

組織として設置された独立委員会に諮問し、かつ外部専門家等の助言を受けながら、提供さ

れた大規模買付情報を十分に評価・検討し、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、取締

役会としての意見をとりまとめ開示いたします。また、必要に応じ、大規模買付者との間で

大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆様へ代替案

を提示することもあります。

③ 大規模買付行為がなされた場合の対応

当社取締役会が、大規模買付行為の内容を評価・検討し、大規模買付者との協議・交渉の

結果、大規模買付行為が以下のような要件に該当し、一定の措置をとることが相当であると

判断した場合には、取締役会評価期間の開始又は終了の如何を問わず、新株予約権無償割当

て等、会社法その他法令及び当社定款が取締役会の権限として認める対抗措置をとることが

あります。

(イ)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

(ロ)大規模買付者が企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすよ

うな買収行為を行う場合

(ハ)強圧的二段階買収など株主に株式の売却を事実上強要するおそれがある買収行為を

行う場合

(ニ)大規模買付者による支配権取得により、ステークホルダーの利益が損なわれ、それに

よって長期的に企業価値ひいては株主共同の利益が毀損される場合

(ホ)買付けの条件が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適当な買付けである場合

(4) 本プランの客観的合理性

本プランが、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、当社の役員の地位の維持を目的

とするものではないこと及びその理由として、以下のことが言えます。

① 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が2005年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の

利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共

同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を

完全に充足しています。また、本プランは、経済産業省の企業価値研究会が2008年６月30日

に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を勘案した内容となって

おります。

② 株主共同の利益の確保・向上を目的としていること

本プランは、当社株式に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを

株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を

確保したり、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当
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社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とするものです。

③ 株主意思を重視するものであること

本プランは、当社株主総会の決議により継続されたものです。また、本プランの有効期限

(2020年６月開催予定の当社定時株主総会終結の時まで)の満了前であっても、当社株主総会

において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合は、本プランはその時点で廃止される

ことになり、その意味で、本プランの消長には、株主の皆様のご意向が反映されることとな

っております。

④ 独立した委員会の判断の重視と情報開示

当社は、本プランの採用にあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のた

めに大規模買付ルールの発動等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として、

独立委員会を設置しております。

独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、社外取締役、社外監査

役、経営経験豊富な企業経営者、弁護士、公認会計士等のいずれかに該当する委員３名以上

により構成されます。

当社株式に対して買付等がなされた場合には、独立委員会が、独立委員会規則に従い、大

規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するか否か等の実質的な判

断を行い、当社取締役会はその判断を最大限尊重して会社法上の機関としての決議を行うこ

ととします。

このように、独立委員会によって、当社取締役会が恣意的に大規模買付ルールの発動等の

運用を行うことのないよう、厳しく監視するとともに、同委員会の判断の概要については株

主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に適

うように大規模買付ルールの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。

⑤ 合理的な客観的発動要件の設定

大規模買付ルールは、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発

動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組

みを確保しているものと言えます。

⑥ 第三者専門家の意見の取得

大規模買付者が出現すると、独立委員会は、独立した第三者(財務アドバイザー・公認会

計士・弁護士・コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができるこ

ととされています。これにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保さ

れる仕組みとなっています。

⑦ デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止するこ

とができるものとされており、当社の株式等を大量に買付けた者が、当社株主総会で取締役

を指名し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能で

す。

－ 25 －
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従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させ

てもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。

また、当社は取締役の期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収

防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するの

に時間を要する買収防衛策)でもありません。

 

注１：特定株主グループとは、①当社の株式等(金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株

券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、同条第３

項に基づき保有者に含まれる者を含みます。)及びその共同保有者(同法第27条の23第５

項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含み

ます。)、又は②当社の株式等(同法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。)の

買付け等(同法第27条の２第１項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場におい

て行われるものを含みます。)を行う者及びその特別関係者(同法第27条の２第７項に規

定する特別関係者をいいます。)を意味します。

注２：議決権割合とは、①特定株主グループが、注１の①の記載に該当する場合は、当社の株

式等の保有者の株式等保有割合(金融商品取引法第27条の23第４項に規定する株券等保

有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株式等の数(同

項に規定する保有株券等の数をいいます。)も計算上考慮されるものとします。)、又は

②特定株主グループが、注１の②の記載に該当する場合は、当社の株式等の買付け等を

行う者及びその特別関係者の株式等所有割合(同法第27条の２第８項に規定する株券等

所有割合をいいます。)の合計をいいます。議決権割合の算出に当たっては、総議決権

(同法第27条の２第８項に規定するものをいいます。)及び発行済株式の総数(同法第27

条の23第４項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、四半期報告書及び自己

株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。

－ 26 －
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連結貸借対照表

（2019年３月31日現在）

（単位：千円）

科　　　　　目 金　　　額 科　　　　　目 金　　　額

（資 　産 　の 　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

商 品 及 び 製 品

原 材 料

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

電 話 加 入 権

の れ ん

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

16,209,252

6,303,923

6,690,052

2,445,442

130,432

652,431

△13,029

2,673,848

338,827

18,368

128,209

192,249

455,297

79,528

11,133

350,359

14,276

1,879,723

1,140,732

255,875

484,088

△972

（負 　債 　の 　部）

流 動 負 債 4,420,624

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 2,827,148

未 払 法 人 税 等 255,485

賞 与 引 当 金 267,771

役 員 賞 与 引 当 金 22,905

そ の 他 1,047,313

固 定 負 債 695,967

退 職 給 付 に 係 る 負 債 657,876

そ の 他 38,091

負 債 合 計 5,116,592

（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 13,561,092

資 本 金 1,209,218

資 本 剰 余 金 1,172,244

利 益 剰 余 金 12,411,209

自 己 株 式 △1,231,579

その他の包括利益累計額 199,890

その他有価証券評価差額金 266,851

為替換算調整勘定 △55,828

退職給付に係る調整累計額 △11,132

新 株 予 約 権 5,524

非 支 配 株 主 持 分 0

純 資 産 合 計 13,766,508

資 産 合 計 18,883,100 負 債 及 び 純 資 産 合 計 18,883,100

－ 27 －
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連 結 損 益 計 算 書

( 2018年４月１日から
2019年３月31日まで )

（単位：千円）

科　　　　　　　目 金　　　　　　　額

売 上 高 19,894,473

売 上 原 価 14,787,231

売 上 総 利 益 5,107,242

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,117,616

営 業 利 益 989,625

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 23,200

為 替 差 益 54,658

償 却 債 権 取 立 益 7,468

そ の 他 営 業 外 収 益 16,906 102,234

営 業 外 費 用

支 払 利 息 1,378

そ の 他 営 業 外 費 用 3,624 5,002

経 常 利 益 1,086,857

特 別 利 益

新 株 予 約 権 戻 入 益 3,546 3,546

特 別 損 失

減 損 損 失 184,000

社 葬 費 用 12,115 196,115

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 894,288

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 407,120

法 人 税 等 調 整 額 △4,041 403,078

当 期 純 利 益 491,209

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 491,209

－ 28 －
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連結株主資本等変動計算書

( 2018年４月１日から
2019年３月31日まで )

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,209,218 1,171,047 12,144,394 △777,946 13,746,714

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △224,394 △224,394

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

491,209 491,209

自己株式の取得 △464,902 △464,902

自己株式の処分 1,196 11,269 12,466

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

－

当 期 変 動 額 合 計 － 1,196 266,814 △453,633 △185,621

当 期 末 残 高 1,209,218 1,172,244 12,411,209 △1,231,579 13,561,092

（単位：千円）

その他の包括利益累計額

新 株
予 約 権

非 支 配
株主持分

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評価差額金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係
る調整累計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当 期 首 残 高 339,649 △119,862 △17,516 202,271 9,269 0 13,958,254

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － △224,394

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

－ 491,209

自己株式の取得 － △464,902

自己株式の処分 － 12,466

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

△72,798 64,033 6,383 △2,380 △3,744 △6,125

当 期 変 動 額 合 計 △72,798 64,033 6,383 △2,380 △3,744 － △191,746

当 期 末 残 高 266,851 △55,828 △11,132 199,890 5,524 0 13,766,508

－ 29 －
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連結注記表

記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

1.　連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の数　　　　…10社

連結子会社の名称　　　…マイティキューブ株式会社

高千穂コムテック株式会社

TAKACHIHO KOHEKI(H.K.)LIMITED

提貿易(上海)有限公司

Takachiho Fire,Security & Services(Thailand)Ltd.

Guardfire Limited

Guardfire Singapore Pte.Ltd.

TK Thai Holdings Co.,Ltd.

TK Fire Fighting Co.,Ltd.

Takachiho America,Inc.

② 非連結子会社の状況

非連結子会社の名称　　…TKTEC株式会社

　小規模であり、重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

(2) 持分法の適用に関する事項

① 持分法の適用会社の名称…ジェイエムイー株式会社

② 持分法を適用していない非連結子会社の名称

…TKTEC株式会社

　小規模であり、重要な影響を及ぼしていないため、持分法の適用範囲から除外しており

ます。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、TAKACHIHO KOHEKI(H.K.)LIMITED、提貿易（上海）有限公司及び

Takachiho America,Inc.の決算日は、12月31日であり、連結決算日との差は３ヶ月以内である

ため、当該連結子会社の決算日現在の計算書類を基礎として連結を行っております。ただし、

連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

－ 30 －
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(4) 会計方針に関する事項

① 資産の評価基準及び評価方法

(ｲ) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの　　 …連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法を採用しており

ます。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原

価は、総平均法により算定しております。）

時価のないもの　　 …総平均法による原価法を採用しております。

(ﾛ) たな卸資産　　　　 …主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は、収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

② 固定資産の減価償却の方法

(ｲ) 有形固定資産

(リース資産を除く)

…当社及び一部の連結子会社の工具、器具及び備品は定額法、当

社の建物及び構築物ならびに一部の連結子会社の有形固定資産

は定率法を採用しております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を

除く）ならびに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及

び構築物については、定額法を採用しております。なお、耐用

年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　　10年～50年

工具、器具及び備品　　２年～20年

また2007年３月31日以前に取得した有形固定資産については、

償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却

する方法によっております。

(ﾛ) 無形固定資産　　　 …定額法を採用しております。なお、償却年数については、自社

利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５

年）、販売目的ソフトウェアについては、見積有効年数（３年）

によっております。

(ﾊ) リース資産

所有権移転外ファ

イナンス・リース取

引に係るリース資

産

…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用

しております。

－ 31 －
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③ 引当金の計上基準

(ｲ) 貸倒引当金　　　　 …債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別

に回収の可能性を検討して計上しております。

(ﾛ) 賞与引当金　　　　 …従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当

連結会計年度の負担額を計上しております。

(ﾊ) 役員賞与引当金　　 …役員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連

結会計年度の負担額を計上しております。

④ 退職給付に係る会計処理の方法

…従業員の退職金支給に備えるため、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度

末において発生していると認められる額を計上しております。

なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結

会計年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式

基準によっております。

数理計算上の差異については、主としてその発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による按分額を

発生年度の翌連結会計年度より費用処理しております。

未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純

資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調

整累計額に計上しております。

また、執行役員の退職金の支払に備えるため、執行役員の内

規に基づく当連結会計年度の末日における基準額を計上してお

ります。

⑤ 外貨建ての資産または負債の本邦通貨への換算基準

…外貨建金銭債権債務は、連結会計年度末日の直物為替相場によ

り円貨換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、

在外子会社の資産及び負債、ならびに収益及び費用は、決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定に含めて計上しております。

⑥ 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

…当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認め

られる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工

事契約については、工事完成基準を適用しております。

－ 32 －

連結注記表



2019/05/24 22:53:38 / 18482215_高千穂交易株式会社_招集通知

⑦ 消費税等の会計処理　　…消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控

除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用とし

て処理しております。

⑧ のれんの償却方法及び償却期間

…のれんの償却については、その効果の及ぶ期間（８年）にわた

って均等償却しております。

2.　表示方法の変更に関する注記

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号　2018年２月16日)を当連

結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰

延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

3.　連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額… 948,700千円

－ 33 －
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4.　連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 10,171,800株

(2) 配当に関する事項

① 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

2018年６月27日
定時株主総会

普通株式 112,125 12円00銭 2018年３月31日 2018年６月28日

2018年11月５日
取締役会

普通株式 112,269 12円00銭 2018年９月30日 2018年12月５日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるも

の

　2019年６月26日開催の定時株主総会において、次のとおり付議いたします。

決議
株式の
種類

配当の
原資

配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

2019年６月26日
定時株主総会

普通
株式

利益
剰余金

106,869 12円00銭 2019年３月31日 2019年６月27日

(3) 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目

的となる株式の種類及び数

普通株式 75,000株

5.　金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、商社活動を行うために必要な資金は手許資金で賄っております。資金運用

については安全性の高い金融資産で運用しております。

　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程等に従い軽減を図っておりま

す。為替の変動リスクについては、外国為替取扱要領に従い実需取引に基づき為替予約を利用

してヘッジしております。

　投資有価証券は、取引先企業に関連する株式であります。市場価格の変動リスクについては、

定期的に時価や財務状況等を把握し、保有状況を継続的に見直しております。

　支払手形及び買掛金は、短期間で決済されるものであります。

－ 34 －
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2019年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位：千円)

連結貸借対照表
計上額(※)

時価(※) 差額

①現金及び預金 6,303,923 6,303,923 －

②受取手形及び売掛金 6,690,052 6,690,052 －

③投資有価証券

その他有価証券 730,959 730,959 －

④支払手形及び買掛金 (2,827,148) (2,827,148) －

(※) 負債に計上されているものについては、(　)で示しております。

(注)1. 金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項

①現金及び預金、②受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっております。

③投資有価証券

　株式の時価については、取引所の価格によっております。

④支払手形及び買掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっております。

2. 非上場株式等（連結貸借対照表計上額 409,773千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッ

シュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められる

ため、「③投資有価証券」には含めておりません。

6.　１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額……………… 1,545円18銭

(2) １株当たり当期純利益…………… 53円53銭

－ 35 －
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7.　その他の注記

（減損損失に関する注記）

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いた

しました。

場所 用途 種類

－ その他 のれん

①　減損損失を認識するに至った経緯

2014年11月に取得しましたGuardfire Limited及びGuardfire Singapore Pte. Ltd.（以下

Guardfire社）の業績は、買収後の原油価格下落により業績が低迷しておりましたが、ＡＳＥ

ＡＮ諸国における石油・発電プラントの建設計画の再開が進み、Guardfire Limited（タイ）

において、数件の大型案件を獲得するなど、受注活動は好調に推移いたしました。しかしな

がら、売上高及び利益面において、計画未達成の状況にあることから、Guardfire社ののれん

等の固定資産について、将来の回収可能性を慎重に検討した結果、その一部について回収可

能価額まで減額し、減損損失を認識しております。

②　減損損失の金額

のれん　１憶84百万円

③　資産のグルーピング方法

当社グループは、原則として、事業用資産については事業の種類を基準としてグルーピン

グを行っております。

④　回収可能価額の算定方法

Guardfire社ののれん等の固定資産について、将来の回収可能価額は割引率を3.6％として

算出した使用価値により測定しております。

－ 36 －
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貸 借 対 照 表

（2019年３月31日現在）

（単位：千円）

科　　　　　目 金　　　額 科　　　　　目 金　　　額

（資　 産　 の　 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

前 払 費 用

そ の 他 流 動 資 産

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

電 話 加 入 権

施 設 利 用 権

ソ フ ト ウ ェ ア

ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

会 員 権

敷 金 ・ 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

長 期 未 収 入 金

そ の 他 投 資

貸 倒 引 当 金

10,222,639

3,939,105

213,796

622,747

3,427,508

1,412,823

566,617

40,526

△485

7,702,202

301,044

5,620

8,545

158,489

128,209

180

69,347

8,161

1,020

47,075

13,090

7,331,810

1,089,060

5,627,564

38,496

11,075

388,429

156,093

52,918

2,829

△34,656

（負　 債　 の　 部）

流 動 負 債 3,295,398

支 払 手 形 32,969

電 子 記 録 債 務 223,705

買 掛 金 1,775,824

未 払 金 300,033

未 払 法 人 税 等 187,500

前 受 金 473,569

賞 与 引 当 金 200,706

役 員 賞 与 引 当 金 20,805

そ の 他 流 動 負 債 80,284

固 定 負 債 524,215

退 職 給 付 引 当 金 467,252

関係会社事業損失引当金 38,343

預 り 保 証 金 18,619

負 債 合 計 3,819,614

（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 13,832,851

資 本 金 1,209,218

資 本 剰 余 金 1,174,403

資 本 準 備 金 1,171,672

そ の 他 資 本 剰 余 金 2,731

利 益 剰 余 金 12,680,808

利 益 準 備 金 198,875

そ の 他 利 益 剰 余 金 12,481,933

別 途 積 立 金 9,395,000

繰 越 利 益 剰 余 金 3,086,933

自 己 株 式 △1,231,579

評価・換算差額等 266,851

その他有価証券評価差額金 266,851

新 株 予 約 権 5,524

純 資 産 合 計 14,105,227

資 産 合 計 17,924,842 負 債 及 び 純 資 産 合 計 17,924,842

－ 37 －
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損 益 計 算 書

( 2018年４月１日から
2019年３月31日まで ）

（単位：千円）

科　　　　　　　目 金　　　　　　　額

売 上 高 14,745,422

売 上 原 価 11,273,537

売 上 総 利 益 3,471,885

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,637,574

営 業 利 益 834,310

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 76,499

為 替 差 益 56,516

そ の 他 営 業 外 収 益 5,814 138,830

営 業 外 費 用

支 払 利 息 829

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 △3,149

関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金 繰 入 額 20,629

そ の 他 営 業 外 費 用 3,343 21,652

経 常 利 益 951,488

特 別 利 益

新 株 予 約 権 戻 入 益 3,546 3,546

特 別 損 失

関 係 会 社 株 式 評 価 損 187,995

社 葬 費 用 12,115 200,110

税 引 前 当 期 純 利 益 754,923

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 279,107

法 人 税 等 調 整 額 18,283 297,390

当 期 純 利 益 457,533

－ 38 －
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株主資本等変動計算書

( 2018年４月１日から
 2019年３月31日まで ）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
その他資本
剰　余　金

利益準備金
そ の 他 利 益 剰 余 金

別途積立金 繰越利益剰余金

当 期 首 残 高 1,209,218 1,171,672 1,534 198,875 9,395,000 2,853,795

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △224,394

当 期 純 利 益 457,533

自己株式の取得

自己株式の処分 1,196

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 1,196 － － 233,138

当 期 末 残 高 1,209,218 1,171,672 2,731 198,875 9,395,000 3,086,933

（単位：千円）

株 主 資 本 評価・換算差額等

新 株 予 約 権 純 資 産 合 計
自 己 株 式

株 主 資 本
合 計

その他有価証券
評価差額金

当 期 首 残 高 △777,946 14,052,148 339,649 9,269 14,401,067

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △224,394 △224,394

当 期 純 利 益 457,533 457,533

自己株式の取得 △464,902 △464,902 △464,902

自己株式の処分 11,269 12,466 12,466

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

－ △72,798 △3,744 △76,542

当 期 変 動 額 合 計 △453,633 △219,297 △72,798 △3,744 △295,840

当 期 末 残 高 △1,231,579 13,832,851 266,851 5,524 14,105,227

－ 39 －
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個別注記表

記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。

1.　重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社株式及び

 関連会社株式

…総平均法による原価法を採用しております。

② その他有価証券

時価のあるもの …事業年度末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。（評

価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法に

より算定しております。）

時価のないもの …総平均法による原価法を採用しております。

(2) たな卸資産の評価

基準及び評価方法

…移動平均法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）を採用しております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

建物及び構築物 …定率法を採用しております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）

ならびに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につ

いては、定額法を採用しております。なお、耐用年数は次のとおりで

あります。

建物及び構築物　10年～50年

また2007年３月31日以前に取得した有形固定資産については、償却可

能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によ

っております。

工具、器具及び

備品

…定額法を採用しております。なお、耐用年数は次のとおりでありま

す。

工具、器具及び備品　２年～20年

また2007年３月31日以前に取得した有形固定資産については、償却可

能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によ

っております。

－ 40 －
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② 無形固定資産　　 …定額法を採用しております。なお、償却年数については、自社利用の

ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）、販売

目的ソフトウェアについては、見積有効年数（３年）によっておりま

す。

(4) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金　　　 …債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性

を検討して計上しております。

② 賞与引当金　　　 …従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年

度の負担額を計上しております。

③ 役員賞与引当金　 …役員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度

の負担額を計上しております。

④ 退職給付引当金　 …従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生してい

ると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務の算定に

あたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法に

ついては、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５年）による按分額を発生年度の翌事業年度

より費用処理しております。

また、執行役員の退職金の支払に備えるため、執行役員の内規に基

づく当事業年度の末日における基準額を計上しております。

⑤ 関係会社事業損失 …関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社の

引当金　　　　　　 財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上して

おります。

(5) 完成工事高及び完成

工事原価の計上基準

…当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約について

は、工事完成基準を適用しております。

(6) その他計算書類作成のための基本となる事項

退職給付に係る会計

処理

…退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理方法は、連結計算

書類における会計処理方法と異なっております。

消費税等の会計処理…消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象

外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しておりま

す。

－ 41 －

個別注記表



2019/05/24 22:54:24 / 18482215_高千穂交易株式会社_招集通知

2.　表示方法の変更に関する注記

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号　2018年２月16日)を当事

業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税

金負債は固定負債の区分に表示しております。

3.　貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　… 742,796千円

(2) 保証債務

顧客への債務不履行に対する連帯保証

　Takachiho Fire,Security & Services(Thailand)Ltd.…

　Guardfire Limited　　　　　　　　　　　　　　　 …

102,682千円

390,957千円

　Guardfire Singapore Pte.Ltd.　　　　　　　　　　… 38,284千円

(3) 関係会社に対する金銭債権債務…短期金銭債権 590,440千円

　長期金銭債権 91,414千円

　短期金銭債務 42,749千円

4.　損益計算書に関する注記

(1)関係会社との取引高　　　　　… 売上高 1,907,768千円

仕入高 180,241千円

営業取引以外の取引高 31,252千円

(2)関係会社株式評価損

Guardfire Singapore Pte.Ltd.（シンガポール）の株式の実質価格が低下していることを鑑

み、関係会社株式評価損（187,995千円）を計上しております。なお、Guardfire Limited（タ

イ）の株式の実質価額については問題ありません。また、当該関係会社株式評価損は、個別決

算において計上しているものであり、連結決算においては相殺消去されるため、連結業績に与

える影響はありません。

5.　株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び数

普通株式 1,266,036株

－ 42 －

個別注記表
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6.　税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

退職給付引当金 124,300千円

土地評価損 116,071千円

賞与引当金 60,211千円

有価証券評価損 37,091千円

商品評価損 15,006千円

その他 227,450千円

繰延税金資産小計 580,132千円

評価性引当額 △334,523千円

繰延税金資産合計 245,609千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 89,515千円

繰延税金負債合計 89,515千円

繰延税金資産の純額 156,093千円

7.　関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

属性 会社等の名称
議決権の

所有（被所有）
割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

子会社
T a k a c h i h o  
America,Inc.

所有
直接100.00%

役員の兼任、
機構部品の販
売

機構部品の販
売(注)

203,032 売掛金 203,742

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 価格その他取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定

しております。

8.　１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額…………… 1,583円21銭

(2) １株当たり当期純利益………… 49円86銭

－ 43 －
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
2019年５月17日

高千穂交易株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 永 澤 宏 一 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 佐々木　　　斉 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、高千穂交易株式会社の2018年４月１日から
2019年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計
算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表
明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り
の評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、高千穂交易株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る
期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　　上

－ 44 －

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

株
主
総
会
参
考
書
類

監
査
報
告

2019/05/24 22:50:02 / H9523826_高千穂交易株式会社_招集通知（Ｃ）

計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
2019年５月17日

高千穂交易株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 永 澤 宏 一 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 佐々木　　　斉 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、高千穂交易株式会社の2018年４月１
日から2019年３月31日までの第68期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書
類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその
附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附
属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するため
の手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びそ
の附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内
部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適
正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細
書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以　　上
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監査役会の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書

当監査役会は、2018年４月１日から2019年３月31日までの第68期事業年度の取締役の職務の執

行に関して、各監査役から監査の方法及び結果の報告を受け、審議の結果、本監査報告書を作成

し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に

ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を

受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に

従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環

境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な

事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会

社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業

の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保す

るために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備

に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ

ム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を

受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各

取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検

討を加えました。

④　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証

するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説

明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するた

めの体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」

（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け必要に応じて

説明を求めました。

－ 46 －

監査役会の監査報告書
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書

類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検

討いたしました。

２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい

るものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実

は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該

内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指

摘すべき事項は認められません。

④　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に

関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されて

いる会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、

当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目

的とするものではないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年５月17日

高千穂交易株式会社　監査役会

常勤監査役 横 戸 憲 一 

社外監査役 小 海 正 勝 

社外監査役 石 原 良 一 

社外監査役 大 塚 康 徳 

以　上

－ 47 －
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案：剰余金の処分の件

　当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと位置づけており、剰余金の処

分につきましては、当事業年度の業績ならびに今後の事業展開等を勘案したうえで、引き続

き安定配当を維持することとし、以下のとおりといたしたいと存じます。

1.　期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項

　当社普通株式１株につき金12円といたしたいと存じます。

　なお、この場合における配当総額は、106,869,168円となります。

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年６月27日

2.　その他の剰余金の処分に関する事項

　該当事項はありません。

－ 48 －

剰余金の処分議案
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第２号議案：監査役２名選任の件

　監査役　石原良一、小海正勝の両氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、

監査役２名の選任をお願いするものであります。

　本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号

氏　　名
（生年月日）

略歴、地位及び重要な兼職の状況
所有する
当 社 の
株 式 数

１

※
ち

千
ば

葉
 

　
あきら

彰
(1953年９月11日生)

1984年10月　監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任
監査法人）入所

1989年３月　公認会計士登録
2000年８月　監査法人太田昭和センチュリー（現EY新日本有

限責任監査法人）社員
2007年５月　新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法

人）代表社員
2015年６月　新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任

監査法人）退職
2015年７月　千葉公認会計士事務所代表（現任）
2017年４月　電力広域的運営推進機関監事（現任）

0株

＜社外監査役候補者とした理由＞
1984年10月から1989年３月の公認会計士登録を経て2015年６月まで、現在のEY新日本有限責任監査
法人に在籍し、多数の上場企業の会計監査業務に従事した後、2015年７月に千葉公認会計士事務所
を開設。公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、企業の会計監査に
おける豊富な経験で培われた高い見識をもとに、客観的・専門的な視点から当社経営に対する監査
を行っていただけることを期待して、社外監査役候補者といたしております。

２

※
き

木
さき

﨑
 

　
たかし

孝
(1964年５月29日生)

1991年４月　弁護士登録（兼子・岩松法律事務所入所）
2004年４月　東京女子医科大学非常勤講師
2007年９月　東京三弁護士会医療ＡＤＲ仲裁人（現任）
2012年７月　特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相

談センター（FINMAC）あっせん委員（現任）
2013年４月　司法研修所教官（民事弁護）
2015年４月　最高裁判所司法修習委員会幹事
2016年11月　司法試験考査委員・司法試験予備試験考査委員

（民事訴訟法担当）

0株

＜社外監査役候補者とした理由＞
1991年4月の弁護士登録後現在に至るまで、各種公職・委員等を歴任する一方、民事紛争解決及び
債権管理実務に従事。弁護士として法務に関する相当程度の知見を有しており、民事法務分野にお
ける豊富な経験で培われた高い見識をもとに、客観的・専門的な視点から当社経営に対する監査を
行っていただけることを期待して、社外監査役候補者といたしております。

（注）1.　※の候補者は新任候補者であります。

2.　候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

－ 49 －

監査役選任議案
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3.　千葉彰、木﨑孝の両氏は、社外監査役候補者であり、東京証券取引所に対し、独立役員とし

て届け出ております。

4.　千葉彰氏が兼職している他の法人等と当社との間には、重要な関係はありません。

5.　千葉彰、木﨑孝の両氏は、社外役員となる以外の方法で会社の経営に関与した経験はありま

せんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判

断しております。

6.　当社は、社外監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、定款第43条において、社外監

査役との間で、当社への損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨定めております。これ

に基づき、千葉彰、木﨑孝の両氏が選任された場合には、両氏との間で責任限定契約を締結

する予定であります。

その契約内容の概要は以下のとおりであります。

当社と社外監査役との間で、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令

の定める額としております。

以　上

－ 50 －
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＜宴会場階＞

東京都千代田区紀尾井町4番1号
ホテルニューオータニ　ザ・メイン宴会場階　「鶴東の間」
TEL（03）3265－1111（代）

会　場

❶ 東京メトロ有楽町線・半蔵門線・南北線『永田町』駅（7番出口）から徒歩5分
❷ 東京メトロ丸ノ内線・銀座線『赤坂見附』駅（D:紀尾井町出口）から徒歩5分
❸ 東京メトロ有楽町線『麹町』駅（2番出口）から徒歩6分
❹ 東京メトロ丸ノ内線・南北線『四ツ谷』駅（1番出口）から徒歩12分
❺ JR総武線・中央線『四ツ谷』駅（赤坂口）から徒歩12分
❻ JR総武線・中央線『四ツ谷』駅（麹町口）から徒歩12分

交　通

定時株主総会会場ご案内図

お願い
1．当日は会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮ください。
2．お手荷物はクロークにお預けいただきますようお願い申しあげます。
3．「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

出発地点から株主総会
会場までスマホが
ご案内します。

スマートフォンで
ＱＲコードを
読み取りください。
目的地入力は不要です！

ホテルニューオータニ　
ザ・メイン




